
草津市文化振興審議会の概要 
 

 

Ⅰ．審議会の目的 

文化振興に関する計画の策定および推進その他の文化振興に関し必要な事項についての調

査審議に関する事務 

 

 

Ⅱ．令和4年度の調査・審議事項 

文化振興計画の進捗管理を行う。 

①令和 3 年度の各文化事業の実績確認 

②重点プロジェクトの進捗確認 

③成果指標の進捗確認 

④文化振興計画の中間評価 

※②③は、下記の中間評価と合わせて行う。 

 

 

Ⅲ．中間評価 

平成 30 年の策定から 5 年が経過し、計画期間（H30－R9）の中間年度を迎えたことから、

これまでの取組を総括し、今後の展開につなげるため、中間評価を行う。 

①重点プロジェクト 

②成果指標 

③関連計画との整合 

 

 

Ⅳ．今後の予定 

7 月 29 日 審議会および計画の概要説明、文化事業の実績確認 

10 月上旬 文化振興計画の中間評価（重点プロジェクトおよび成果指標） 

2 月上旬 中間評価のとりまとめ 
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